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川崎市職員の給与に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（初任給、昇格、昇給等の基準） （初任給、昇格、昇給等の基準） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

３ 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前１年間におけるそ

の者の勤務成績に応じて、行うものとする。 

３ 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前１年間におけるそ

の者の勤務成績に応じて、行うものとする。 

４ 前項の規定により職員（次項に規定する職員を除く。以下この項におい

て同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前

項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を４

号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定する

ものとする。 

４ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の

号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給

の号給数を４号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に

従い決定するものとする。 

５ 55歳（医療職給料表(１)の適用を受ける職員及び大学教育職給料表の適

用を受ける職員（助手を除く。）にあっては、57歳）を超える職員の第３

項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が

極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給

させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める

基準に従い決定するものとする。 

６～１０ （略） 

５ 55歳（医療職給料表(１)の適用を受ける職員及び大学教育職給料表の適

用を受ける職員（助手を除く。）にあっては、57歳）を超える職員に関す

る前項の規定の適用については、同項中「４号給」とあるのは、「２号給」

とする。 

６～１０ （略） 
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